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紙申請での事業計画書の提出⽅法

必要書類

①事業計画書 資源エネルギー庁ホームページから取得可能です。
10kW未満と10kW以上で書式が異なるのでご注意下さい。

②代⾏提出依頼書 資源エネルギー庁ホームページから取得可能です。

③印鑑証明書 発⾏から3ヶ⽉以内の原本。
事業計画書の提出者欄に押す実印のもの。

郵送先 〒273‐0011 千葉県船橋市湊町2‐6‐33 NTT船橋湊ビル2階
「再⽣可能エネルギー新制度移⾏⼿続代⾏センター」

お問合せ先 TEL:0570‐059‐555（受付時間:平⽇9:00〜18:00）

紙申請で事業計画書を提出される場合は、下記の①〜③の必要書類を揃えて郵送して
下さい。⼿続代⾏センターが、提出された書類にしたがって、事業計画書の登録を代⾏し
ます。新制度への移⾏が完了すると、1〜2ヶ⽉後に登録したアドレスに通知が届きます。

2
この書類の提出⽇(発送⽇)を
記⼊して下さい。

3
設備設置者の住所・⽒名を記
⼊してください。印は認印で
も可です。

4
⽇中連絡の取れる電話番号を
記⼊して下さい。携帯電話で
も可です。

5
パソコンや携帯電話等のメー
ルアドレス、gmail等のフリー
アドレスでも可です。完了通
知が届きます。

6
依頼者が設備設置者のため、
記⼊は不要です。

7
運転開始済みの場合は「添付
無し」にチェックを⼊れて下
さい。

Ⅰ.代⾏提出依頼書の記⼊上の注意(10kW未満、10kW以上共通)

1

事業計画書、代⾏提出依頼書の取得先アドレス
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan_p.html#p

1
「代⾏提出依頼書」記⼊上の注意です。
紙申請の場合は必須です。
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項⽬ 注意

5

設備ID
「設備認定通知書」に記載されている、「S」または「T」から始まる英数字
を記⼊して下さい。
※東京電⼒の場合は、毎⽉届く「購⼊電⼒量のお知らせ」でも確認できます。

設備の所在地 太陽光発電が設置されている建物の住所(地番)を記⼊して下さい。
太陽電池の
合計出⼒(kW)

契約書や保証書等に記載の太陽光発電パネルの容量の合計を記⼊して下さい。
※⼩数第2位を切り捨て、⼩数第1位まで記⼊して下さい。

6

接続契約締結⽇ 運転開始済みの場合は記⼊不要です。

接続契約締結先
電⼒会社名を記⼊してください。
※北海道電⼒、東北電⼒、東京電⼒パワーグリッド、北陸電⼒、中部電⼒、関⻄
電⼒、中国電⼒、四国電⼒、九州電⼒、沖縄電⼒等

特定(買取)契約
締結先

⼀般的には上記と同じ会社になりますが、個別に契約されている場合はその
会社を記⼊して下さい。(SBパワー、エナリス、NTTスマイルエナジー等)
※東京電⼒は「東京電⼒エナジーパートナー」となります。

買取価格
税抜価格で記⼊して下さい。電⼒会社に売電している場合は、次ページの買
取価格⼀覧を確認し、売電している税抜価格を記⼊して下さい。
※東京電⼒の場合は、毎⽉届く「購⼊電⼒量のお知らせ」でも税込価格が確認で
きます。

運転開始状況 運転開始済みの場合はチェックを⼊れて下さい。

1
太陽光発電システムが10kW
未満の場合の書式です。

2
この書類の提出⽇(発送⽇)を
記⼊して下さい。

3
設備設置者の住所と名前を記
⼊し、添付する印鑑証明書の
実印を押して下さい。

4
⽇中に連絡がつく電話番号を
記⼊して下さい。

5
設備情報を記⼊して下さい。
※下表参照

6
事業内容を記⼊して下さい。
※下表参照

7

Ⅱ.事業計画書記⼊上の注意(10kW未満の場合)・様式第２０

2

7 (次ページに続く)
内容を確認の上、チェックを
⼊れて下さい。



7

7 (前ページから続く)
内容を確認の上、チェックを
⼊れて下さい。

8
運転開始済みの場合は不要で
す。8

買取価格⼀覧(10kW未満)

設備認定時期 2012.7.1〜
〜2013.3.31

2013.4.1〜
〜2014.3.31

2014.4.1〜
〜2015.3.31

2015.4.1〜
〜2016.3.31

2016.4.1〜
〜2017.3.31

東京電⼒
中部電⼒
関⻄電⼒

税抜価格 38.88円 35.18円 34.25円 30.55円 28.70円

(税込価格) 42円 38円 37円 33円 31円

上記以外の
電⼒会社

税抜価格 38.88円 35.18円 34.25円 32.40円 30.55円

(税込価格) 42円 38円 37円 35円 33円

3

買取価格⼀覧(10kW未満)・W発電(エネファーム等設置)の場合

設備認定時期 2012.7.1〜
〜2013.3.31

2013.4.1〜
〜2014.3.31

2014.4.1〜
〜2015.3.31

2015.4.1〜
〜2016.3.31

2016.4.1〜
〜2017.3.31

東京電⼒
中部電⼒
関⻄電⼒

税抜価格 31.48円 28.70円 27.77円 25.00円 23.14円

(税込価格) 34円 31円 30円 27円 25円

上記以外の
電⼒会社

税抜価格 31.48円 28.70円 27.77円 26.85円 25.00円

(税込価格) 34円 31円 30円 29円 27円
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項⽬ 注意

5

設備ID
「設備認定通知書」に記載されている、「A」から始まる英数字を記⼊して
下さい。
※東京電⼒の場合は、毎⽉届く「購⼊電⼒量のお知らせ」でも確認できます。

設備の所在地 太陽光発電が設置されている建物の住所(地番)を記⼊して下さい。
太陽電池の
合計出⼒(kW)

契約書や保証書等に記載の太陽光発電パネルの容量の合計を記⼊して下さい。
※⼩数第2位を切り捨て、⼩数第1位まで記⼊して下さい。

⾵⼒発電設備の
型式番号 記⼊は不要です。

事業区域の⾯積
(㎡)

屋根・屋上に太陽光を設置している場合は、屋根の⾯積、⼜は建物の建築⾯積を
記載してください。

6

接続申込み⽇ 運転開始済みの場合は記⼊不要です。
接続契約締結⽇ 運転開始済みの場合は記⼊不要です。

接続契約締結先
電⼒会社名を記⼊して下さい。
※北海道電⼒、東北電⼒、東京電⼒パワーグリッド、北陸電⼒、中部電⼒、関⻄
電⼒、中国電⼒、四国電⼒、九州電⼒、沖縄電⼒等

1
太陽光発電システムが10kW
以上の場合の書式です。

2
この書類の提出⽇(発送⽇)を
記⼊して下さい。

3
設備設置者の住所と名前を記
⼊し、添付する印鑑証明書の
実印を押して下さい。

4
⽇中に連絡がつく電話番号を
記⼊して下さい。

5
設備情報を記⼊して下さい。
※下表参照

6
事業内容を記⼊して下さい。
※下表参照(次ページに続きが
あります)

Ⅲ.事業計画書記⼊上の注意(10kW以上の場合)・様式第１９

4
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6
事業内容を記⼊して下さい。
※下表参照

8
運転開始済みの場合は不要で
す。

8

買取価格⼀覧(10kW以上)

設備認定
時期

2012.7.1〜
〜2013.3.31

2013.4.1〜
〜2014.3.31

2014.4.1〜
〜2015.3.31

2015.4.1〜
〜2015.6.30

2015.7.1〜
〜2016.3.31

2016.4.1〜
〜2017.3.31

税抜価格 40円 36円 32円 29円 27円 24円

6

7
内容を確認の上、チェックを
⼊れてください。
※丸印部分はチェック不要の項
⽬もあります

項⽬ 注意

6

電源接続案件募
集プロセスへの
参加の有無

電源接続案件プロセスに参加していない場合は、「無」にチェックを⼊れて
下さい。
※通常は「無」です。

⼯事費負担⾦
設置時に電柱への変圧器設置や電線張替等の⼯事が必要で、電⼒会社に⼯事
負担⾦をお⽀払いされた場合は、その⾦額を記⼊して下さい。
※通常は「0円」です。

連系⼯事期間 運転開始済みの場合は記⼊は不要です。

特定(買取)契約
締結先

⼀般的には上記と同じ会社になりますが、個別に契約されている場合はその
会社を記⼊して下さい。(SBパワー、エナリス、NTTスマイルエナジー等)
※東京電⼒は「東京電⼒エナジーパートナー」となります。

買取価格 税抜価格で記⼊して下さい。電⼒会社に売電している場合は、下記の買取価
格⼀覧を確認し、売電している税抜価格を記⼊して下さい。

運転開始状況 運転開始済みの場合はチェックを⼊れて下さい。

5

屋根置きの太陽光発電の
場合はチェック不要です。

運転開始済みの場合はチ
ェック不要です。

地熱発電ではないためチ
ェック不要です。




